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株主優待制度の一部変更及び拡充に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2026年5月11日付「株主優待制度の導入に関するお知らせ」

にて公表いたしました株主優待制度について、2027 年 5 月末日基準の株主優待より制度内容を一部変更

し、実施回数及び優待原資を拡充することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．変更及び拡充の理由 

当社は、2026年5月11日付「株主優待制度の導入に関するお知らせ」において、より多くの投資家の

皆様に当社をご認知いただき、当社株式を中長期的に保有いただくことで、株主層の拡大及び株式流動

性の向上を図ることを目的として、株主優待制度の導入を公表いたしました。 

同開示後、当社株式に係る大量保有報告書の変更報告書において、短期間における当社株式の大量譲

渡が報告され、当社株式の保有状況に変化が生じていることを確認しております。加えて、2026 年 5 月

末日時点の株主名簿において、当社普通株式300株以上を保有する株主数は523名となりました。 

また、本日別途公表しております「連結業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当社の事業は

堅調に推移しております。当社は、今後の成長投資及び財務基盤の強化とのバランスを踏まえつつ、よ

り多くの投資家の皆様に当社株式への関心をお持ちいただくため、株主還元機会を拡充することといた

しました。 

株主優待制度は、株主様の投資判断にも影響し得る制度であることから、安定的かつ継続的に運営し

ていくことが重要であり、制度内容の変更については慎重に検討すべきものと認識しております。一方

で、投資家の皆様からのご意見等も踏まえ、現行制度については、1口・2口の付与区分や継続保有条件

により優待相当額を直感的に把握しづらい面があること、また、現段階においては、より多くの個人投

資家の皆様に当社株式への投資をご検討いただきやすい制度設計とすることが、株主層の拡大及び株式

流動性の向上に資するものと判断いたしました。 

このため、初回となる2026年11月末日基準の株主優待については、2026年5月11日付で公表した内

容のとおり実施し、2027年5月末日基準の株主優待より、権利確定日を毎年5月末日及び11月末日の年

2回に変更いたします。また、各基準日における優待原資を10,000千円とし、年間の優待原資を20,000

千円とすることで、株主優待制度を拡充いたします。あわせて、2027 年 5 月末日基準以降については、

1口・2口の付与区分及び継続保有条件を設けず、各基準日における対象株主数に応じて株主様1名当た

りの優待相当額を算定する方式へ変更いたします。 

なお、当社は、株主優待制度について、継続的に維持可能な水準で安定的に運営することを重視して

おります。今後も、業績動向、財務状況、株主数の推移及び株式流動性等を総合的に勘案し、安定的な

制度運営が可能と判断される場合には、優待原資の追加的な増額についても検討してまいります。 

 

２．変更及び拡充の内容 

2026年 11月末日基準の株主優待については、2026年 5月11日付「株主優待制度の導入に関するお知

らせ」にて公表した内容から変更ありません。 

2027年 5月末日基準以降の株主優待は、以下のとおり変更いたします。 

 

 



 

項目 変更前 変更後 

権利確定日 毎年11月末日 毎年5月末日及び11月末日 

優待原資 年間10,000千円 年間20,000千円（各基準日10,000千円） 

対象となる株主様 毎年 11 月末日時点で当社普通株式300 株以上

を保有する株主様 

各基準日において当社普通株式 300 株以上を

保有する株主様 

付与区分・算定方法 1口付与対象株主及び2口付与対象株主の区分

に基づき、1口当たりの優待相当額を算定 

1 口・2 口の付与区分を設けず、各基準日にお

ける対象株主数に応じて株主様 1 名当たりの

優待相当額を算定 

継続保有の判定 初回は2026年 5月末日から2026年 11月末日

まで、2027年以降は前年11月末日から当年11

月末日までの継続保有状況により判定 

継続保有条件を設けず、各基準日時点の保有

状況により判定 

 

優待内容 電子ギフト 電子ギフト 

 

３．変更後の制度概要 

（１）2026年11月末日基準の株主優待 

初回となる2026年11月末日基準の株主優待については、2026年5月11日付「株主優待制度の導入に

関するお知らせ」にて公表した内容のとおり、2026 年 5 月末日からの継続保有状況に応じて 1 口又は 2

口分を付与する制度として実施いたします。 

（２）2027年5月末日基準以降の株主優待 

2027年5月末日基準以降の株主優待については、毎年5月末日及び11月末日を権利確定日とし、各基

準日において当社普通株式300株以上を保有する株主様を対象といたします。 

各基準日における優待原資は10,000千円とし、当該優待原資を対象株主数で除して、株主様1名当た

りの優待相当額を算定いたします。なお、1,000円未満は切り捨てます。 

優待内容は電子ギフトを予定しており、具体的な受取方法その他の詳細につきましては、決定次第お

知らせいたします。 

基準日 優待原資 対象となる株主様 

2027年 5月末日以降 

（5月末日、11月末日） 

各基準日：10,000千円 

（年間合計：20,000千円） 

各基準日において、当社普通株式 300

株以上を保有する株主様 

注．各基準日における対象株主数に応じて、株主様1名当たりの優待相当額が変動いたします。 

 

４．制度変更後の計算例（参考） 

2027年 5月末日以降（制度変更後） 

対象株主数の前提 1名当たり優待相当額 
年間優待利回り 

（300株保有・株価910円で算定） 

523名 

(2026年 5月末日時点) 

各基準日：19,000円 

（年間合計：38,000円） 
13.9％ 

注１．上記は、2026年5月11日付「株主優待制度の導入に関するお知らせ」公表後、同年5月末日まで

の売買を経た2026年5月末日時点の300株以上保有株主数523名と同数であることを前提とした参

考値です。実際の優待相当額及び年間優待利回りは、各基準日における対象株主数及び株価により

変動いたします。 

注2．年間優待利回りの算定には、300株保有の株主様を前提に、取締役会決議日の前営業日（2026年 6

月12日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値910円を用いております。 

 

なお、初回となる2026 年 11 月末日基準の株主優待について、2026 年 5 月末時点の 300 株以上保有株

主数が 2026 年 11 月末日時点においても 523 名であり、かつその全員が 2 口付与対象株主に該当すると

仮定した場合、株主様1名当たりの優待相当額は18,000円相当、同条件における2口付与対象株主の参

考利回りは6.6％となります。 



 

５．今後の見通し 

本件による2026年5月期の連結業績への影響はありません。なお、2027年5月期の連結業績予想につ

きましては、2026 年 7 月 14 日に公表予定の2026 年 5 月期決算短信において、本件による影響を織り込

んで公表する予定です。 

以 上 


